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東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号  
東 急 リ ア ル ・ エ ス テ ー ト 投 資 法 人  
代 表 者 名 
執 行 役 員               柏 﨑 和 義 

( コード番号 8 9 5 7 ) 
資産運用会社名 
東急ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 
代 表 者 名 
代表取締役執行役員社長          柏 﨑 和 義 
問 合 せ 先 
執行役員財務・ＩＲ部長       山 川   潔 

TEL.03－5428－5828 

 

規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

本投資法人は本日開催の投資法人役員会において、規約一部変更及び役員選任に関し、平成29年4月21日

に開催する本投資法人の投資主総会に付議することを決議しましたので下記の通りお知らせいたします。 

なお、下記の規約一部変更及び役員選任は、当該投資主総会の承認決議が得られることを条件といたします。 

 

記 

 

１．規約一部変更について 

(1)本投資法人が上場以来の資産運用で得た経験等を踏まえ、東京都心 5 区地域（千代田区、中央区、

港区、新宿区及び渋谷区の都心 5 区並びにこれに準ずる商業用不動産集積地をいいます。）及び東

急沿線地域を重点的な投資対象地域とする方針を維持しつつ、投資機会の拡大を図るため、本投資

法人の資産運用の対象及び方針のうち、本投資法人が投資対象とする物件の用途について変更を行

うものであります。（変更案別紙1 1.(1)及び3.(1)関連） 

 

(2)租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号、その後の改正を含みます。）及びその他の法令等の改正

に関連して、以下のとおり、必要な規定の変更を行うものであります。 

①投資主に分配する金銭の総額に係る利益の定義について、投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みます。）の内容と平仄を合わせるため、規定の変 

更を行うものであります。（変更案第30条第1号関連） 

②投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を含みます。）及び租

税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号、その後の改正を含みます。）等の改正に伴い、投資法人

における税会不一致の問題に関して、資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立

金、支払準備金、分配準備積立金に類する積立金及び引当金等の積み立て、又は留保その他の処

理を行うことができることを明示するため、規定の変更を行うものであります。（変更案第 30 条

第2号関連） 

③租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省令第 15 号、その後の改正を含みます。）の改正によ

り、投資法人が課税の特例適用を受けるための要件が変更されたため、不要となった規定を削除

するものであります。（現行規約別紙1 3.(5)b.関連） 

 

(3)本投資法人の資産運用に関する事項について、物件関連業務運用基準を明確化するため、記載を整
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理するものであります。（変更案別紙1 3.(3)関連） 

 

(4)その他本投資法人に適用される法令等との整合性の観点からの変更並びに上記変更に伴う字句等の

変更、統一、明確化及び削除を行うものであります。（変更案第2条、別紙1及び別紙2関連） 

 

なお、詳細の内容については、添付資料「第 8 回投資主総会招集ご通知」4～15 ページをご参照くだ

さい。 

 

２．役員選任について 

執行役員柏﨑和義、監督役員柳澤義一及び近藤丸人は、平成 29 年 4 月 30 日をもって任期満了となり

ますので、平成 29 年 4 月 21 日に開催される本投資法人の投資主総会に、執行役員 1 名（候補者：柏﨑

和義）及び監督役員2名（候補者：柳澤義一、近藤丸人）の選任について、議案を提出いたします。 

なお、詳細の内容については、添付資料「第 8 回投資主総会招集ご通知」16～17 ページをご参照くだ

さい。 

 

３．投資主総会等の日程 

平成29年3月10日  投資主総会提出議案の役員会決議 

平成29年3月27日  投資主総会招集通知の発送（予定） 

平成29年4月21日  投資主総会（予定） 

 

以  上 

 

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

 

＜添付資料＞ 

第8回投資主総会招集ご通知 

 

 






































